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福島労働局職業安定部 需給調整事業室

令和６年度
職業紹介事業所向けセミナー



～本日の内容～
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１. 職業安定法の改正等について

２. 職業安定法施行規則の改正について

３. 職業紹介事業の運営に係る留意事項

４. 医療・介護・保育分野における適正な

有料職業紹介事業者認定制度
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① 平成30年１月１日施行

② 令和２年３月30日施行

③ 令和３年４月１日施行

④ 令和４年10月１日施行
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（法第５条の３ 則第４条の２）

① 業務内容 一般事務

② 契約期間 雇用期間の定めなし

③ 試用期間 試用期間 あり（3か月）

④ 就業場所 福島市霞町●ー▲▲

⑤ 始業・終業の時刻 ８：３０～１７：３０

⑥ 休憩時間 １２：００～１３：００

⑦ 休 日 土・日・祝日

⑧ 時間外労働の有無 （有りの場合、月平均時間）

⑨ 賃 金 月給 200,000円（※試用期間中/月給180,000円）

⑩ 加入保険 労災・雇用・健康・厚生

⑪ 募集者の氏名または名称 株式会社■■■■

⑫ 受動喫煙防止措置の状況 屋内原則禁煙（喫煙専用室設置）※

・派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨を記載

・固定残業代を採用する場合は、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業時間、

固定残業時間を超えた場合は、追加で給与を支払う旨を記載

・裁量労働制を採用する場合にはその旨を記載

例

① H30.1.1施行 【労働条件等の明示の記載事項追加】その1



【追加となった事項】

① 期間の定めのない労働契約を締結した場合は、その旨

② 転職勧奨禁止期間（採用年月日から２年間）

③ 就職から6ヵ月以内に離職したか否か（無期雇用就職者）

※ 平成30年度に就職した者から記載必須

【追加となった事項】

① 返戻金制度に関する事項

（法第32条の13 則第24条の5）●取扱職種の範囲等の明示

（法第32条の15 則第24条の7）●求人管理簿・求職管理簿

① H30.1.1施行 【求人求職管理簿等への記載事項の追加】その2
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【追加となった事項】

① 各年度の無期雇用就職者数

② ①－１年度のうち、６か月以内に解雇以外の理由で

離職した者の数及び離職したかどうか判明しなかった者の数

③ 返戻金制度の有無（「有」の場合はその内容）

④ 職業紹介に従事する従業員の人数及び教育の内容
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（法第32条の16 則第24条の8）●職業紹介事業報告

令和６年４月報告分 令和７年４月報告分

① 令和５年度就職者数 令和６年度就職者数

② 令和４年度に就職した者に関する数 令和５年度に就職した者に関する数

③ 提出時点の有無及び内容 提出時点の有無及び内容

④
令和５年度末の従業員数及び

令和５年度の教育内容

令和６年度末の従業員数及び

令和６年度の教育内容

① H30.1.1施行 【職業紹介事業報告の記載事項の追加】その3

★職業紹介事業報告書
の様式(第8号)が変わっ
ています！

職業分類表の改訂に伴い

Excel様式の「取扱業務等

の区分」がプルダウンで選択

可能となりました。

令和7年の報告(4/1

～4/30までに提出)は

必ず新様式で提出して

ください。
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（人材サービス総合サイト）
（法第３２条の１６③ 則第２４条の８③）

① H30.1.1施行 【紹介実績等の情報提供義務】その4
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提供期間

2年

入力期間入力期間 提供期間

4/1～4/30 10/1～12/31

2022年度実績

2023年度実績

2年6か月

2024年度
(R6年度)

2025年度
(R7年度)

2026年度
(R8年度)

9/30

2023年度
(R5年度)

9/30

R5.10.23改正により
現在は「5年」に延長

となっています
P18参照
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① 内容が法令に違反する求人

② 賃金、労働時間、その他の労働条件が通常の労働条件と比して著しく不適当な求人

③ 労働条件等を明示しない求人

④ 労働関係法令での処分を受けた求人者からの求人

⑤ 暴力団員などによる求人

⑥ 正当な理由なく①～⑤の確認を拒む者からの求人

② R2.3.30施行 【求人の不受理】

「求人の申込みは、全て受理しなければならない。」

ただし、次のいずれかに該当する求人の申し込みは場合は受理しないことができる。

（法第5条の6）
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③ R3.4.1施行 【就職お祝い金の禁止】
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▼ 個人情報の取扱いに関するルール

個人情報を適正に管理し、求人求職者等の秘密を守るための必要な措置が
講じられていること

●業務の目的を明らかに

●個人情報の収集は、適法かつ公正なものに

●求職者等本人の同意を得ること

▼ 求人等に関する情報の的確な表示

業務の運営に関する規程の要件に 「求人等に関する情報の的確な表示」 に

関する内容を有し適正に職業紹介事業を運営すること

令和４年１０月１日付の許可、許可有効期間の更新から適用

③ R4.10.1施行 【職業紹介事業の許可基準の変更】



P1/3
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① 令和５年10月23日施行

② 令和６年４月１日施行

③ 令和７年４月１日施行
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（法第３２条の１６③ 則第２４条の８③）

① R5.10.23施行 【人材サービス総合サイトの情報提供期間の延長】



提供期間

2年

入力期間入力期間 提供期間

4/1～4/30 10/1～12/31

2022年度実績

2023年度実績

2年6か月

2024年度
(R6年度)

2025年度
(R7年度)

2026年度
(R8年度)

9/30

2023年度
(R5年度)

9/30

旧

P９ 再掲

2022年度実績
(R4年度)

2023年度実績
(R5年度)

2023年度
(R5年度)

2024年度
(R6年度)

2025年度
(R7年度)

2026年度
(R8年度)

2027年度
(R9年度)

2028年度
(R10年度)

2029年度
(R11年度)

9/30 9/30

入力期間
4／1～4／30

提供期間
5年6ヶ月

入力期間
10／1～12／31

提供期間
5年

新
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② R6.4.1施行 【労働条件等の明示の記載事項追加】

【手数料表等の情報提供】
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③ R7.4.1施行 【紹介手数料率の実績公開と違約金規約の明示】その1

③ R7.4.1施行 【労働者への金銭やギフト券等の提供の禁止】その2

その2その1



21



22

求職者 職業紹介事業所 求人者

①

●求職の申込み

（求職受付手数料）

＊１

●取扱職種の範囲等の明示

●求職受付手数料
※求人受付手数料又は求人受付事務費用

●求人の申込み

（労働条件等の明示）
（自己申告書の添付）

（受付手数料又は事務費用）
＊２

② ●労働条件等の明示

③ ●応募希望 ●あっせん ●紹介受

④ ●面接、採否の決定 ●採否確認 ●面接、採否の決定

⑤ ●労働契約の締結 ●労働契約の締結

⑥ ＊３ ●紹介手数料 ＊４

＊１ 求職受付手数料（710円（免税事業主660円）を限度、同一求職者月3件限度）、６職種限定

＊２ 求人受付手数料（上限制）又は求人受付事務費用（届出制手数料）

＊３ 求職者手数料（５職種限定）

＊４ 上限手数料又は届出制手数料

◆職業紹介事業の一般的「あっせん」のながれ
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職業安定法第32条の13 施行規則第24条の5

求
人
者

職業紹介事業所

求
職
者

■有料職業紹介事業者の場合

①取扱職種の範囲等

②手数料に関する事項

③苦情の処理に関する事項

④求人者の情報

⑤求職者の個人情報の取扱に関する事項

⑥返戻金制度に関する事項

■無料職業紹介事業者の場合

①取扱職種の範囲等

②苦情の処理に関する事項

③求人者の情報

④求職者の個人情報の取扱に関する事項

◆取扱職種の範囲等の明示等

事業所内に下記①②③を掲示する

①手数料表
②返戻金制度に関する事項
③業務の運営に関する規程

【令和6年4月1日施行】 (P19参照)
↓

従来の「事業所内に掲示」に代えて、

●「求人者・求職者へ書面で提供」

●「インターネットの利用(自社HP

または人材サービス総合サイトへ掲載)」

などでも情報提供が可能となりました。



求人者のみなさまへ

（事業所名）●●●●●

 取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲
当事業所の取扱業務範囲は、△△、△△の職業です。
取扱地域は、○○○ です。

 手数料に関する事項
・求職受付の際、求職者からは一切申し受けません。
・求人受付の際、求人者から事務費用として、１件につき最大◎◎◎円申し受けます。
・就職が決定しましたら、求人者から紹介手数料として、当該求職者の年間賃の◆◆％
を限度とする額を申し受けます。

 求人者情報の取扱に関する事項
求人者情報の取扱い者は、職業紹介責任者の□□□□です。
求人者の情報は、職業紹介事業に係るものに限ります。

 個人情報の取扱に関する事項
個人情報の取扱者は、職業紹介責任者の□□□□です。
取扱者は、個人の情報に関して当該情報の本人から情報の開示の請求があった場合は、
その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事項に基づく情報の開示を遅
滞なく行います。さらに、これに基づき訂正の請求があったときは、当該請求が客観的事実
に合致するときは、遅滞なく訂正を行います。

 苦情処理に関する事項
苦情処理の責任者は、職業紹介責任者の□□□□です。
苦情の申出があった場合は、職業安定機関及び他の職業紹介事業者等と連携を図りつ
つ、迅速かつ適切に処理します。

 返戻金制度に関する事項
返戻金制度の有無 有 ・ 無
⇒ 「有」の場合はその内容（ ）

なお、労働者の賃金については、労働基準法第24条により、労働者に直接お支払いくだ
さい。
その他、本所の業務についてのご不審点は、係員にお尋ねください。

求職者のみなさまへ

（事業所名）●●●●●

 取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲
当事業所の取扱業務範囲は、△△、△△ の職業です。
取扱地域は、○○○ です。

 手数料に関する事項
・求職受付の際、求職者からは一切申し受けません。
・求人受付の際、求人者から事務費用として、
１件につき最大◎◎◎円申し受けます。
・就職が決定しましたら、求人者から紹介手数料として、
当該求職者の年間賃金の◆◆％を限度とする額を申し受けます。

 求職者の情報の取扱に関する事項
求職者情報の取扱い者は、職業紹介責任者の□□□□です。
求職者の情報は、職業紹介事業に係るものに限ります。

 個人情報の取扱に関する事項
個人情報の取扱者は、職業紹介責任者の□□□□です。
(例) 収集した個人情報は、職業紹介で応募を希望する求人企業に応募情報を提供
する際に使用します。
取扱者は、個人の情報に関して当該情報の本人から情報の開示の請求があった場合は、
その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事項に基づく情報の開示を遅
滞なく行います。さらに、これに基づき訂正の請求があったときは、当該請求が客観的事実
に合致するときは、遅滞なく訂正を行います。

 苦情処理に関する事項
苦情処理の責任者は、職業紹介責任者の□□□□です。
苦情の申出があった場合は、職業安定機関及び他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、
迅速かつ適切に処理します。

 返戻金制度に関する事項
返戻金制度の有無 有 ・ 無
⇒ 「有」の場合はその内容（ ）

その他、本所の業務についてのご不審点は、係員にお尋ねください。

◆取扱職種の範囲等の明示等
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例例

【令和4年10月1日施行】
個人情報の取扱に関する
新ルール(P13参照)

↓
求職者の個人情報を収集
する際には、一般的かつ合
理的に想定できる程度に具
体的に、個人情報を収集・
使用・保管する業務の目的
を、ウェブサイトに掲載するな
ど(書面の交付・掲示)して、
明らかにしなくてはなりません。
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●有料職業紹介事業者は、その業務に関して、厚生労働省令で定める帳簿書類を

作成し、その事業所に備え置かなければならない。

●法第33条第4項の規定により、無料職業紹介事業者の法定帳簿書類の整備が

明記されている。

●厚生労働省令で定める帳簿書類

職業安定法第32条の15 施行規則第24条の7

【有料職業紹介事業者】

① 求人管理簿

② 求職管理簿

③ 手数料管理簿

【無料職業紹介事業者】

① 求人管理簿

② 求職管理簿法定帳簿

◆備え付けなければならない帳簿類
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◆求人管理簿 記載要領

① 求人者の氏名又は名称 求人者が個人の場合は氏名を、法人の場合は名称を記載。
求人者が複数の事業所を有するときは求人の申込み及び採用選考の主体となっている事業所の名称を
記載。

② 求人者の所在地 求人者の所在地を記載。

③ 求人に係る連絡先 求人者において、求人及び採用選考に関し、必要な連絡を行う際の担当者の氏名及び連絡先電話番号
等を記載。

④ 求人受付年月日 求人を受け付けた年月日を記載。なお、同一の求人者から複数の求人を同一の日に受け付ける場合で
受付が同時ではない場合は、その旨を記載。

⑤ 求人の有効期間 求人の取扱いについて、有効期間がある場合は当該有効期間を記載し、有効期間が終了した都度その
旨記載。なお、有効期間については事前に求人者に説明すること。

⑥ 求人数 当該求人の募集する労働者の人数を記載。

⑦ 求人に係る職種 当該求人により雇い入れられた労働者が従事する業務の職種を記載。

⑧ 求人に係る就業場所 当該求人により雇入れられた労働者が業務に従事する場所を記載。

⑨ 求人に係る雇用期間 当該求人により雇入れられた労働者の雇用期間を記載。

⑩ 求人に係る賃金 当該求人により雇入れられた労働者の賃金を記載。また、求人管理簿上に記載された賃金が、求人に
よって支払単位が異なるときには、時給、日給、月給等が判別できるように記載。
なお、雇用する労働者の能力等によって、賃金額が異なる場合については、下限額及び上限額を記載
することでも差し支えない。賃金額が都道府県ごとに設定されている最低賃金額を満たしているか留
意すること。

⑪ 職業紹介の取扱状況 当該求人に求職者をあっせんした場合、職業紹介を行った時期、求職者の氏名、採用・不採用の顛末
等を記載し、採用された場合は採用年月日も記載。また、無期雇用就職であった場合はその旨も記載。
さらに無期雇用就職者については、転職勧奨禁止期間（採用年月日から２年間）及び離職状況（以下
(a)(b)のいずれか）について記載。
(a)就職から６か月以内に離職(解雇を除く) したか否か・確認日・調査方法等
(b)就職から６か月以内に離職(解雇を除く) により返戻金制度に基づき返金が行われたか否か

【法定管理簿の保存期間】 ●求人求職管理簿 … 求人又は求職の有効期間の終了後、２年間
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◆求職管理簿 記載要領

① 求職者の氏名 求職者の氏名を記載。

② 求職者の住所 求職者の住所を記載。

③ 求職者の生年月日 求職者の生年月日を記載。

④ 求職者の希望職種 求職者の希望する職種を記載。求職者の希望職種によっては、受付手数料を徴
収することも可能であるため、確認必要。

⑤ 求職受付年月日 求職を受け付けた年月日を記載。

⑥ 求職の有効期間 求職の取扱いで有効期間がある場合は、当該有効期間を記載し、有効期間が終
了した都度、その旨記載する。なお、有効期間については、事前に求職者に説
明しておくこと。

⑦ 職業紹介の取扱状況 当該求職者に求人をあっせんした場合は、職業紹介を行った日、求人者の氏名又は
名称（当該求人者からの求人が複数ある場合は、求人が特定できるようにする。）、
採用・不採用の顛末を記載し、採用された場合は採用年月日も記載。また、無期雇
用就職であった場合はその旨も記載。さらに無期雇用就職者については、転職勧奨
禁止期間（採用年月日から２年間）及び離職状況（以下(a)(b)のいずれか）につい
て記載。
(a)就職から６か月以内に離職(解雇を除く) したか否か・確認日・調査方法等
(b)就職から６か月以内に離職(解雇を除く) により返戻金制度に基づき返金が行われ
たか否

【法定管理簿の保存期間】●求人求職管理簿 … 求人又は求職の有効期間の終了後、２年間
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◆求人求職管理簿（様式例）

求人受理
整理番号
No.

①求人事業所
名称

④
受付
年月日

⑤
有効
期間

⑥
求人
数

⑦
職種

⑧
就業場所

⑨
雇用
期間

⑩
賃金

⑪求職者を斡旋した場合

備考
②所在地

紹介
年月日

求職者
氏名

採用・
不採用

採用年月日

転職勧奨禁止期間

③連絡担当者
連絡先TEL

期間の定めの有無

6か月以内の
離職の有無

2024515

(株)福島労働
システムズ

R6.6.1
R6.6.1～
R6.8.31

２人
CADオペ
レーター

福島市花
園町５－
４６花園
ビル３F

期間の
定め
なし

月給

250,000円
～

300,000円

R6.6.15 福島花子 採用

R6.7.1

充足による
求人取消
R6.6.25

R8.6.30

無

R7.3.31退職
TEL確認

福島市花園町５
－４６花園ビル
３F

総務課 佐藤
024-529-XXXX

求人管理簿 (長期常用型の例)

求 職 番 号

④
求職希望職

⑤
受付年月日

⑥
有効期間

⑦職業紹介状況

備考
①求職者氏名

②住所

③生年月日

紹介年月日
求人受理
整理番号

求人事業所
名称

採用・
不採用

採用年月日

転職勧奨禁止期間

期間の定めの有無

6か月以内の
離職の有無

２００１

CADオペ
レーター

R6.6.5
R6.6.5～
R6.8.31

R6.6.15 2023522
(株)福島労働
システムズ

採用

R6.7.1 R6.6.21面接
R6.6.25採用
の連絡有り

就職による
求職取消
R6.6.25

福島 花子

福島市花園町1-1-1

S57.9.26

R8.6.30

無

R7.3.31退職
TEL確認

求職管理簿（長期常用型の例）
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◆手数料管理簿 記載要領

① 手数料を支払う者の
氏名又は名称

求人者、関係雇用主または求職者のうち、手数料の支払いを行う者につ
いて、個人の場合は氏名を、法人の場合は名称を記載。
なお、求人者又は関係雇用主が複数の事業所を有する時は、求人申込み
等の主体となっている事業所の名称を記載。

② 徴収年月日 手数料の支払いが行われた年月日を記載。

③ 手数料の種類 求人受付手数料、求職受付手数料、求人受付事務費用、紹介手数料等の
種類を記載。

④ 手数料の額 徴収した手数料の額及び第二種特別加入保険料を徴収している場合はそ
の額を記載。第二種特別加入保険料を徴収した場合、手数料管理簿の記
載例の※欄には、徴収した届出制手数料の総額から保険料に充てるべき
手数料額を除いた額を記載。消費税を徴収している場合は、税込みで記
載。

⑤ 手数料の算出根拠 手数料の算出根拠となった賃金、割合等をわかるように記載。

【法定管理簿の保存期間】 ●手数料管理簿 … 手数料の徴収完了後、２年間
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◆手数料管理簿（様式例）

①
支払者
または

事業所名称

②
徴収年月日

③
手数料の種類

④手数料 ⑤手数料の算出根拠

備考
手数料額

第二種
特別加入保険
料に係る手数料

賃金等 手数料割合等

(株)福島労働システムズ R6.5.18

・求人受付
・求職受付
・求人受付事務費用
・紹介手数料

600,000 ０
3,000,000

(250,000×12)
20% 現金

・求人受付
・求職受付
・求人受付事務費用
・紹介手数料

・求人受付
・求職受付
・求人受付事務費用
・紹介手数料

・求人受付
・求職受付
・求人受付事務費用
・紹介手数料
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■受付手数料

■求職者受付手数料（経過措置）（則附則第４項）

■上限制手数料（法第32条の3第1項第1号）

■届出制手数料（法第32条の3第1項第2号）

■求職者手数料（法第32条の3第２項）

上記に定めるほか、職業紹介に関し、いかなる名義でも実費その他の手数料又は

報酬を受けてはならない。

なお、一つの事業者が取扱分野に応じて上限手数料と届出制手数料を併用する

ことは差し支えないが、同一の者に対して併用して徴収することはできない。

手数料の種類

◆手数料について
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■ 求人 受付手数料

●求人申込みを受理した場合、１件につき710円を限度として求人
者から徴収することができる。

●免税事業者は１件につき660円を限度

●手数料表の届出は不要であり、上限制手数料との組み合わせで徴収

●届出制手数料との組み合わせで徴収することは不可

●６職業限定
①芸能家、②家政婦（夫）、③配ぜん人、④調理士、⑤モデル又は⑥マネキン

●１件につき710円（免税事業者：660円）を限度で徴収可能。

●同一の求職者に係る求職の申込みの受理が、1箇月間に3件を超える場合は、
1箇月につき3件分に相当する額を限度とする。

◆受付手数料について

■ 求職 受付手数料（経過措置）
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①支払われた賃金額の11／100（10.3／100）②、③を除く

②同一の者に引き続き６箇月を超えて雇用された場合は、６箇月間の雇用に
係る支払われた賃金額の11／100（10.3／100）※以下を除く

③期間の定めのない雇用契約に基づき同一の者に引き続き６箇月を超えて
雇用された場合は、以下のいずれか大きい額

★６箇月間の雇用に係る支払われた賃金額の 11／100（10.3／100）
★６箇月間の雇用について支払われた賃金額から臨時に支払われる賃金
及び３箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の14.8／100
（13.9／100）

■ 受付手数料 ：710円（660円）

■ 紹介手数料 ：

◆上限手数料について
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●５職業限定

①芸能家及び②モデル並びに③経営管理者、④科学技術者及び⑤熟練技能者
※経営管理者、科学技術者及び熟練技能者については、賃金の額が年収700万円
又はこれに相当する額を超える場合に限る

●支払われた賃金額の11／100（10.3／100）又は同一の者に引き続き
６箇月を超えて雇用された場合は、６箇月間の雇用に係る支払われた賃金額の
11／100（10.3／100）

●当初、有期雇用契約を締結させ、その契約終了後、引き続き期間の定めのない
雇用契約を締結させることを目的とする職業紹介

●手数料は、上限手数料又は届出制手数料において設定

■ 求職者手数料

■ 常用目的紹介にかかる手数料

◆求職者手数料、常用目的紹介に係る手数料
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【変更前に労働局に届出が必要な変更事由】

● 取扱職種の範囲の変更（取扱職種、地域等）

● 手数料表の変更（有料職業紹介事業のみ）

【変更後に労働局に届出が必要な変更事由】

● 事業主の氏名又は名称の変更 ● 事業所の名称の変更

● 事業主の住所の変更 ● 事業所の所在地の変更

● 法人の代表者及び役員の氏名の変更 ● 事業所の新設

● 職業紹介責任者の氏名の変更 ● 事業所の廃止

● 職業紹介責任者の住所の変更 ● 兼業の変更

● 取次機関の変更

◆変更にかかる届出
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＊ 本日のセミナーはこれで終了です ＊

ご静聴ありがとうございました。

ご質問等は後日当室までお問合せください。

福島労働局 需給調整事業室
TEL 024-529-5746

アンケート回答にご協力願います


